
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先月号では、実績引継ぎの計算方法

として、合算財務諸表は実際数値かあ

るいは月数按分計算かというようなこ

とを問題としましたが、今月号ではい

つの時点の合算財務諸表を作成するか

という問題を考えてみましょう。 

 まず、吸収合併において合併法人 A

社と被合併法人 B 社の決算期が同じ場

合について考えてみます。 

 原則的な取扱いでは、合併時に仮決

算をしてその合算財務諸表により審査

を受けることになります。（右図参照）

右図の例では平成 24年 6月 1日に合併

していますので、A社、B社とも 4月 1

日から 6 月 1 日の財務諸表を作成した

上で、平成 23 年 6 月 2 日から平成 24

年 3 月 31 日分を加えて、平成 23 年 6

月 2日から平成 24年 6月 1日事業年度

の当期合算財務諸表を作成します（図

の（2）の事業年度）。この計算過程に

おいて、先月号で指摘した実際数値か

月数按分かという問題が生じます。 

 なお、前審査対象事業年度は、平成

23年 4月 1日から平成 24年 3月 31日

（図の（3））、前々審査対象事業年度は、

平成 22年 4月 1日から平成 23年 3月

31日（図の（4））となります（右表参

照）。 

 発行：株式会社ワイズ 
 ワイズ公共データシステム(株) 

 

連絡先：TEL.026-266-0710 FAX.026-266-0845 
 [URL] http://www.wise.co.jp/ 

 
 

「WISENET」は建設業業務支援ソフト「Wisdom（ウィズダム）」ユーザー様、ワイズ公共データシステム(株)に経営状況分析申請を頂いたお客様、又は資料のご請求を頂き

ましたお客様及び研修会で名刺交換をさせていただきました皆様等に経審に関する最新情報、経審書類作成のワンポイントを紹介、月一回の発行となります。 

内容に関するお問い合わせ、バックナンバーの請求（99 年 2 月号～）は弊社までご連絡下さい。弊社ホームページよりバックナンバーのダウンロードができます（8 月号

は 8 月 31 日より可能）。ログインＩＤは「1921」です。入力後、［ログイン］ボタンをクリックして下さい。 → ワイズホームページ http://www.wise.co.jp/ 

 

減 

発行日 2012 年 8 月 31 日 

＜ 企業再編 どの時点の合算財務諸表を作成するのか ＞ 
 

 このように、経営事項審査においては建設業者の実情を勘案して寛大に対応していることがうかがえます。しかし、やむを得な

いと判断するのは自分自身ではありません。事前に打ち合わせをして、円滑に審査が進むようにしましょう。また、合併時経審を

例外的な取扱いで受けた場合には、合併時の財務諸表は合併時経審では使用しなくとも、合併後経審において前審査対象事業年度

の財務諸表として必ず必要となり、作成が免除されたわけではないので注意が必要です。 

 いろいろな選択肢があるとどちらが有利かなと考えてもみたくなりますが、まずはスムーズな審査を第一にしたいものです。（つ

づく）                               

ＷＩＳＥＮＥＴ編集部  松  村      清（税理士） 

 

貸借対照表 Ａ社Ｈ２４．３．３１＋Ｂ社Ｈ２４．３．３１

貸借対照表 Ａ社Ｈ２３．３．３１＋Ｂ社Ｈ２３．３．３１

当期
合算財務諸表

前期
合算財務諸表

前々期
合算財務諸表 損益計算書

完成工事原価報告書
兼業事業売上原価報告書

損益計算書
完成工事原価報告書
兼業事業売上原価報告書

損益計算書
完成工事原価報告書
兼業事業売上原価報告書

Ａ社（Ｈ２３．４．１～Ｈ２４．３．３１）
＋Ｂ社（Ｈ２３．４．１～Ｈ２４．３．３１）

Ａ社（Ｈ２２．４．１～Ｈ２３．３．３１）
＋Ｂ社（Ｈ２２．４．１～Ｈ２３．３．３１）

Ａ社（Ｈ２３．６．２～Ｈ２４．６．１）
＋Ｂ社（Ｈ２３．６．２～Ｈ２４．６．１）

吸収合併　Ａ社（合併法人）Ｈ２４．６．１
B社分が含まれていない場合にはＡ社＋Ｂ社

期間：Ｈ２３．６．２～Ｈ２４．６．１

貸借対照表

期間：Ｈ２３．４．１～Ｈ２４．３．３１

期間：Ｈ２２．４．１～Ｈ２３．３．３１

 

前審査対象事業年度 平成22年4月1日から平成23年3月31日

前々審査対象事業年度 平成21年4月1日から平成22年3月31日

前審査対象事業年度 平成21年4月1日から平成22年3月31日

前々審査対象事業年度 平成20年4月1日から平成21年3月31日

決算額の確定までに相当の時間を
要する場合おいて、やむを得ない
と認められるとき

審査対象事業年度

上記の場合において、審査基準日
（合併日）が直前事業年度終了の
日から３月以内である場合

審査対象事業年度

直前事業年度の合算財務諸表
平成23年4月1日から平成24年3月31日

直前事業年度の前期の合算財務諸表
平成22年4月1日から平成23年3月31日

 

次に、例外的な取扱いは以下の通りです。 

3/31 3/31 3/31 3/31 3/31 合併 3/31
▼

A社
Ｂ社

A社
B社

A社
Ｂ社

A社
B社

A社
B社

A社
B社

Ａ社

Ｂ社

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

H24/6/1どの合算財務諸表が必要か

決算期が同じ場合
（２）、（３）、（４）
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